
�愛媛県規則第６０号
採血及び供血あつせん業取締法施行細則の一部を改正する

規則を次のように定める。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

採血及び供血あつせん業取締法施行細則の一部を改正

する規則

採血及び供血あつせん業取締法施行細則（昭和３１年愛媛県

規則第５７号）の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行

細則

「採血及び供血あつせん業取締法（」を「安全な血液製剤

の安定供給の確保等に関する法律（」に改め、「。以下「法

」という。」を削り、「採血及び供血あつせん業取締法施行

規則」を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

施行規則」に改め、「。以下「省令」という。」を削る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第１７８１号
重信町見奈良土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・柚寿

之木地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（

昭和２４年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法

第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・柚寿之木地区）計画書の写し

� 重信町見奈良土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１５年９月１６日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

重信町役場

�������
�愛媛県告示第１７８２号
伊予市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・上三谷大替地地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・上三谷大替地地区）計画書の写し

� 伊予市営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１５年９月１６日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所

�愛媛県告示第１７８３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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訓 令

�愛媛県訓令第２４号
庁 中 一 般

愛媛県長寿社会対策本部規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県長寿社会対策本部規程の一部を改正する訓令

愛媛県長寿社会対策本部規程（昭和５９年愛媛県訓令第１号

）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「、副本部長」を削り、同条第２項中「保

健福祉部の所掌事務を担任する副知事」を「保健福祉部長の

職にある者」に改め、同条中第３項を削り、第４項を第３項

とする。

第４条第２項を削り、同条第３項中「及び副本部長」を削

り、同項を同条第２項とする。

第６条第３項中「副本部長」を「保健福祉部生きがい推進

局長の職にある幹事」に改める。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

公 告

�公 告

平成１４年度財団法人都道府県会館災害共済事業及び水

力発電用機械損害共済事業の経営状況の公表について

財団法人都道府県会館理事長職務代理中沖 豊から通知の

あった平成１４年度財団法人都道府県会館災害共済事業及び水

力発電用機械損害共済事業の経営状況について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２６３条の２第３項の規定により、

次のとおり公表する。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 災害共済事業の経営状況

� 事業実績

ア 建物共済

加入都道府県（団体）数 ４７都道府県８団体

共済責任額 ４，０７６，１２１，４５７千円

共済基金分担金（返戻金控除後） ９７９，６５９千円

被災件数 ５４０件

被災棟数 ５４０棟

災害共済金 ３３０，０４８千円

損害率 ３９．１パーセント

イ 自動車損害共済

加入都道府県（団体）数 ８県

共済責任額 ４４，９９８，３６１千円

共済基金分担金（返戻金控除後） １８，００７千円

事故件数 １件

給付件数 １件

災害共済金 １１千円

損害率 ０．０１パーセント

� 収支計算

ア 収 入

共済基金分担金 ９９８，６０６，５４０円
┌
│
└

建物共済 ９８０，４３７，８５５円

自動車損害共済 １８，１６８，６８５円

繰入金収入 ３，１００，０００円

雑収入 ３２４，９６６，９１１円

返還金収入 ９０，５２０，０００円

前期繰越収支差額 ３，０３９，５３５，０８９円

イ 支 出

事務費 １１８，３０１，５３６円

災害共済金 ３３０，０５９，７１８円
┌
│
└

建物共済 ３３０，０４８，７８４円

自動車損害共済 １０，９３４円

返戻金 ６０６，０３３円

建物共済 ４４４，４３７円

�愛媛県告示第１７８４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３２０号 宇和島市栄町港二丁目２０１番 平成１５年９月５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５松局伊土検（開）第２２号

平成１５年８月２６日
伊予市中村字為則甲４６番１

伊予市上吾川甲３５番地１
芳我不動産
代表者 芳 我 孝 義

１５西局建（開）第１３号

平成１５年８月２８日
西条市飯岡字助行２１２７番７及び２１２７番８

西条市大町４３７番地の１０
青 山 哲 也

��������������
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自動車損害共済 １６１，５９６円

災害見舞金 ５２，７９７，５４４円

助成金 ２，０７４，６３８円

防災費 ２，２８４，０３８円

調査研究等事業費負担金 ９８，０００，０００円

全国都道府県議会議長会協助金 ２８，０００，０００円

繰出金 ８８，１７０，０００円

積立預金支出 １，２７５，３９２，０００円

次期繰越収支差額 １，９５４，２８５，０３３円

ウ 資産増加の部

資産増加額 １，２７５，３９２，０００円

エ 資産減少の部

資産減少額 １，１７８，１０８，６５１円

当期正味財産増加額 ９７，２８３，３４９円

前期繰越正味財産額 ２０，９１６，２８５，４２４円

期末正味財産合計額 ２１，０１３，５６８，７７３円

２ 水力発電用機械損害共済事業の経営状況

� 事業実績

加入都道府県（市）数 ３２都道府県１市

共済責任額 ２６９，５２１，２９０千円

共済基金分担金 ３３０，３８８千円

加入発電所数 ３３１所

被災事故件数 ９件

被災事故発電所数 ９所

災害共済金 １００，１０７千円

損害率 ３０．３パーセント

� 収支計算

ア 収 入

共済基金分担金 ３３０，３８８，７０４円

雑収入 ７６，３０６，１９５円

前期繰越収支差額 ７５３，０７０，０９８円

イ 支 出

事務費 １，２７４，０９５円

災害共済金 １００，１０７，５６６円

調査費 ４７８，６２０円

積立預金支出 ３６８，０５０，０００円

次期繰越収支差額 ６８９，８２４，７１６円

ウ 資産増加の部

資産増加額 ３６８，０８０，０００円

エ 資産減少の部

資産減少額 ６３，２４５，３８２円

当期正味財産増加額 ３０４，８３４，６１８円

前期繰越正味財産額 ５，８１２，０７０，０９８円

期末正味財産合計額 ６，１１６，９０４，７１６円

�������
�公 告

改良普及員資格試験合格者の公表について

愛媛県改良普及員資格試験条例（昭和３８年愛媛県条例第３８

号）に基づき、平成１５年８月４日（月）及び５日（火）に実

施した平成１５年度改良普及員資格試験の合格者は、次のとお

りである。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

人事管理システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

人事管理システム一式（ハードウェア一式、ソフトウ

ェア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１６年３月１日から３月３１日まで

� 借入場所

愛媛県警察本部警務部警務課

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

受験番号 氏 名 受験番号 氏 名

３ 八 多 和 也 ２３ 戒 能 沙 織

４ 河 合 美 絵 ２６ 石 田 恭 子

５ 田 中 悠 起 ２７ 注 連 麻 里

８ 坂 本 恵 美 ２８ 鈴 木 潤 美

９ 武 田 大 介 ２９ 田 口 愛

１０ 為 頼 咲 紀 ３０ 宮 下 裕 司

１６ 川 西 高 司 ３１ 百 々 功 一

１８ 大 野 健一郎 ３３ 古 谷 静 香

１９ 徳 満 信 子 ３４ 金 藤 牧 子

２０ 野 崎 真 奈 ３７ 二 宮 由季子

２１ 末 廣 香 織 ４１ 浅 野 裕 城
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４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部総務室会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３１

� 入札書の受領期限

平成１５年１０月１７日（金）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１５年１０月１７日（金）午後１時３０分

愛媛県警察本部大会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be
leased：Human Resource Management system１ set

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，１７ October
２００３

� For further information，please contact：
Supplies Procurement Section，Finance
Division，Administration Department，Ehime
Prefectural Police Headquarters，２―２
Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７３ Japan
TEL ０８９―９３４―０１１０ Ext ２２３１

平成１５年９月５日 印刷
平成１５年９月５日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９４６

愛 媛 県 報平成１５年９月５日 第１４８９号


